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第３回小林市・高原町・野尻町合併協議会次第 

 
 

１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ        小林市長  堀 泰一郎 

 

３ 開催地副会長あいさつ    野尻町長  長瀬 道大 

 

４ 議  事 

 

① 報告事項 

 

報告第１２号 第２回小林市・高原町・野尻町合併協議会以降の経過について…３ 

 

② 協議事項 

 

協議第１７号 慣行の取扱いについて…………………………………………………６ 

協議第１８号 国民健康保険事業の取扱いについて…………………………………９ 

協議第１９号 生活環境関係について………………………………………………１１ 

協議第２０号 農林水産関係（農業、畜産業、耕地）について…………………１３ 

協議第２１号 建設関係について……………………………………………………１６ 

協議第２２号 下水道関係について…………………………………………………１８ 

協議第２３号 水道関係について……………………………………………………２０ 

協議第２４号 その他関係（市町の計画、運輸・通信）について………………２２ 

協議第２５号 都市計画関係について………………………………………………２４ 

協議第２６号 建設関係（入札・検査）について…………………………………２５ 

協議第２７号 その他関係（市町の概要）について………………………………２６ 

協議第２８号 その他関係（地域間交流）について………………………………２７ 

協議第２９号 その他関係（会計事務）について…………………………………２８ 
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③ 確認事項……………………………………………………………………………２９ 

 
１．議会議員・農業委員会委員の定数及び任期等の取扱い小委員会委員先進地 

視察研修先の変更について 

２．第３回新市基本計画・地域自治区等設置検討小委員会開催について 

３．第３回議会議員・農業委員会委員の定数及び任期等の取扱い小委員会の臨 

  時開催について 

４．第４回新市基本計画・地域自治区等設置検討小委員会開催について 

５．第４回議会議員・農業委員会委員の定数及び任期等の取扱い小委員会開催 

について 

６．第５回新市基本計画・地域自治区等設置検討小委員会開催について 

７．第４回小林市・高原町・野尻町合併協議会開催について 

 
５ その 他 

 

６ 閉  会 
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 報告第１２号  

 

 

 

第２回小林市・高原町・野尻町合併協議会以降の経過について 

 

 

 

第２回小林市・高原町・野尻町合併協議会以降の経過について、別紙のとおり報告

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年６月２６日提出 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会  長   堀   泰  一  郎 
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第２回小林市・高原町・野尻町合併協議会以降の経過 

年月日 経過内容（会議名） 場所 備考（協議内容等）

平成２０年 

５月２９日 

第１回議会議員・農業委

員会の委員の定数及び任

期等取扱い小委員会 

高原町総合保健福祉センタ

ー「ほほえみ館」中研修室 
 

５月２９日 

第１回新市基本計画・地

域自治区等設置検討小委

員会 

高原町総合保健福祉センタ

ー「ほほえみ館」中研修室 
 

５月２９日 
第２回小林市・高原町・

野尻町合併協議会 

高原町総合保健福祉センタ

ー「ほほえみ館」神武ホール 

報告３件、協議１件

確認 

５月２９日 第１回国保分科会 小林市役所第１会議室 現況調書調整方針 

５月２９日 第１回行政・人事分科会 小林市第１委員会室 現況調書調整方針 

５月２９日 第１回税務分科会 野尻町役場第２会議室 現況調書調整方針 

５月２９日 第１回商工観光分科会 野尻町役場 現況調書調整方針 

５月２９日 第１回水道分科会 野尻町役場 現況調書調整方針 

５月２９日 第１回生活環境分科会 小林市中央公民館研修室 現況調書調整方針 

５月２９日 第４回福祉分科会 小林市役所大会議室 現況調書調整方針 

５月２９日 第５回福祉分科会 小林市役所和室 現況調書調整方針 

５月２９日 第１回国保分科会 小林市役所第１会議室 現況調書調整方針 

５月３０日 第１回消防防災分科会 小林市第３委員会室 現況調書調整方針 

５月３０日 第２回企画分科会 
小林市役所第１会議室、小林

市役所保健センター会議室 

現況調書調整方針、

新市基本計画素案

検討 

６月２日 第２回学校教育分科会 小林市第１委員会室 現況調書調整方針 

６月２日 
第２回給食センター分科

会 
高原町中央公民館 現況調書調整方針 

６月３日 第１回公平委員会分科会 高原町役場 現況調書調整方針 

６月３日 第１回総務部会 小林市役所大会議室 現況調書調整方針 

６月３日 第１回産業建設部会 野尻町役場大会議室 現況調書調整方針 

６月３日 第１回公平委員会分科会 高原町役場 現況調書調整方針 
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６月３日 第１回文教部会 高原町中央公民館会議室 現況調書調整方針 

６月４日 第３回財政分科会 小林市役所第１会議室 

現況調書調整方針、

財政シュミレーシ

ョン素案検討 

６月４日 第１回厚生部会 小林市役所大会議室 現況調書調整方針 

６月５日 第２回行政・人事分科会 小林市役所第１会議室 現況調書調整方針 

６月５日 第２回消防・防災分科会 小林市役所 現況調書調整方針 

６月５日 第５回電算分科会 小林市役所情報政策室 統合仕様書の検討 

６月６日 第６回電算分科会 小林市役所情報政策室 統合仕様書の検討 

６月６日 第３回学校教育分科会 野尻町役場 現況調書調整方針 

６月９日 第３回企画財政部会 小林市役所大会議室 現況調書調整方針 

６月１２日 第７回電算分科会 小林市役所情報政策室 
見積提案書に関す

る評価採点表 

６月１３日 第６回福祉分科会 小林市福祉事務所会議室 現況調書調整方針 

６月１７日 第７回福祉分科会 小林市福祉事務所会議室 現況調書調整方針 

６月１７日 第８回電算分科会 小林市役所情報政策室 
見積提案書に関す

る評価採点表 

６月１８日 第３回消防・防災分科会 野尻町役場 
現況調書調整方針

について 

６月１８日 第２回選挙分科会 小林市選挙管理委員会 
現況調書調整方針

について 

６月１９日 第８回福祉分科会 小林市福祉事務所会議室 
現況調書調整方針

について 

６月１９日 第２回保健予防分科会 
高原町総合保健福祉センタ

ー 

現況調書調整方針

について 

６月１９日 第３回幹事会 小林市役所大会議室 
第３回協議会資料

の検討 

６月１９日 第３回首長会 小林市役所大会議室 
第３回協議会資料

の検討 

６月２０日 第３回企画分科会 小林市役所第１会議室 
新市基本計画素案

検討 

６月２４日 第 1回例規担当者会議 小林市役所第１会議室 
例規策定作業の流

れの説明・検討 
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 協議第１７号  
 

 

 

慣行の取扱いについて 

 

 

 

 合併協定項目第２１号「慣行の取扱い」について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年 ６月２６日提案 

平成２０年 ６月２６日確認 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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協定項目 第２１号「慣行の取扱い」 

 

１．都市宣言については、小林市の制度等に統一する。ただし、異なる宣言は地域で

生かせるよう合併までに調整する。 

 

２．市の花・木等については、小林市の制定のとおりとする。ただし、２町の制定項

目は、培ってきた植樹や保護活動等を考慮し、地域で生かせるよう合併までに調整

する。 

 

３．市章については、小林市のとおりとする。 

 

４．市民憲章、市歌については、合併後２年を目処に新市市民からの公募等により制

定する。 

 

５．市のシンボルマーク・キャッチフレーズについては、小林市の制度等に統一する

こととし、新市移行後その必要性を含め検討する。また、高原町、野尻町のシンボ

ルマーク及びキャッチフレーズについては、当該地域限定として当分の間使用でき

るものとする。 
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●編入合併における調整方針の先進事例          平成２０年６月１日現在 

県 名 新 市 名 合併期日 調  整  方  針 

岡山県 岡山
おかやま

市 Ｈ19.1.22 

①新市における憲章及び宣言は、岡山市のものを用いるも

のとする。ただし、建部町及び瀬戸町の町民憲章及び宣

言については、各々の地区において継承していくものと

する。 

②新市における「市章」、「市花」、「市木」、「市花木」

については、岡山市のものを用いるものとする。ただし、

建部町及び瀬戸町の花、木、鳥については、各々の地区

において継承していくものとする。 

埼玉県 熊谷
くまがや

市 Ｈ19.2.13 

①市章、市のシンボルマーク、市の花・市の木・市の鳥に

ついては、熊谷市の例による。 

②表彰制度については、熊谷市の例による。ただし、江南

町名誉町民は、熊谷市に引き継ぐ。 

神奈川県 相模原
さがみはら

市 Ｈ19.3.11 

①市章は、相模原市のものに統合する。 

②市の花、木、鳥及び色は、相模原市のものに統合する。

ただし、合併により改定の必要があるものについては、

新市において検討する。 

③市民憲章、市民憲章以外の憲章及び宣言並びに市の歌は、

相模原市のものに統合する。ただし、合併により文言が

新市の実情にそぐわなくなるものなどについては、新市

において新たな制定、修正等を検討する。 

栃木県 宇都宮
うつのみや

市 Ｈ19.3.31 
宇都宮市の制度に統一する。なお、各町の慣行については、

各地域において引き続き継承する。 

宮崎県 延岡
のべおか

市 Ｈ19.3.31 

①市民憲章及び市章は、延岡市の制度に統一する。ただし、

北川町の町民憲章及び町章については、北川町の地域の

憲章及びシンボルとして継承していく。 

②市の歌、花、木、花木は、延岡市の制度に統一する。鳥、

魚については、合併後、新市において定める。 

③北川町の歌については、地域の愛唱歌として伝承してい

く。 

④また、北川町の花、木、鳥については、北川町の地域の

推奨の花、木、鳥として伝承していく。 

佐賀県 佐賀
さ が

市 Ｈ19.10.1 
市町章、市町花・木、市町民憲章、市町歌は、佐賀市に合

わせる。 

高知県 高知
こ う ち

市 Ｈ20.1.1 

①新市における紋章及び市民の木・花、市の鳥並びに市歌

は、高知市のものを用いる。 

②新市における憲章及び宣言等は、高知市のものを用いる。 

愛知県 豊川
とよかわ

市 Ｈ20.1.15 市章、市民憲章、市の木・花、宣言は、豊川市の例による。 

静岡県 島田
し ま だ

市 Ｈ20.4.1 
編入合併により島田市の法人格は継続することから、基本

的に島田市の例により取り扱う。 

《参考資料》 
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 協議第１８号  

 

 

 

国民健康保険事業について 

 

 

 

 合併協定項目第２２号「国民健康保険事業の取扱い」について、別紙のとおり提案

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年 ６月２６日提案 

平成２０年 ６月２６日確認 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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協定項目 第２２号「国民健康保険事業の取扱い」 

 

１． 保険税賦課割合、保険税率については、合併時に統一する。また、納期は８

期とし、暫定賦課・本賦課の時期は、小林市の方式に統一する。 

２． 一世帯、一人当たりの保険税については、合併時に統一するよう調整する。 

３． 出産育児一時金は、小林市の制度に統一する。 

４． 葬祭費については、高原町・野尻町の制度を適用する。 

５． 温泉療養所利用補助は合併時に廃止する。 

６． あんま・はり・きゅう施術費支給については、補助金額は小林市の制度に統

一し、制限回数については、高原町・野尻町の制度に統一する。 

７． 人間ドックについては、合併までに、検査内容・補助金額を調整し、合併時

に統一する。 

８． 保健事業の執行については、現行どおり、保険税の１％を充てる。 

９． 国民健康保険運営委員の定数等については、被用者保険等保険者を代表する

委員は、現行の小林市に合わせる。国民健康保険医を代表する委員は、小林市

の現行どおり西諸医師会から３人、歯科医師団から１人の推薦を受ける。被保

険者を代表とする委員４人と公益を代表する委員４人については、地域性を考

慮して合併までに選任する。 

１０．国民健康保険準備積立基金については、現在の基金保有額の確保に努め、新

市に引き継ぐ。 
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 協議第１９号  

 

 

 

生活環境関係について 

 

 

 

 合併協定項目第２５号「各種事業の取扱い」のうち「（１０）生活環境関係」につ

いて、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年 ６月２６日提案 

平成２０年 ６月２６日確認 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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協定項目 第２５号「各種事業の取扱い」のうち「（１０）生活環境関係」 

 

１．処理人口・収集体制、ごみ収集人員・車両台数（直営・委託）は、現行のまま、

新市に引き継ぐ。 

２．ごみの処理量（処理先）については、合併後１年を目処に統合するよう調整す

る。 

３．中間処理施設（焼却・破砕）、資源物中間処理施設及び最終処分施設について

は、現行のまま新市へ引き継ぐものとする。粗大ごみの処理料金は、小林市の

制度に統一する。 

４．資源ごみ回収事業報奨金については、小林市の制度に統一するよう、合併まで

に調整する。 
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 協議第２０号  

 

 

 

農林水産関係（農業、畜産業、耕地）について 

 

 

 

 合併協定項目第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１１）農林水産関係（農

業、畜産業、耕地）」について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年 ６月２６日提案 

平成２０年 ６月２６日確認 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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協定項目 
第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１１）農林水産関係（農業、

畜産業、耕地）」 

 

１．農業関係について 

  農業振興対策事業・単独事業については、当面現行どおりとし、組織・各種団体

の再編・統廃合を推進し、同時に各制度の統一を図り、合併後３年を目処に統合す

るよう調整する。 

 

２．畜産関係について 

（１）畜産振興対策事業・単独事業（受精卵移植事業） 

  畜産振興対策事業・単独事業（受精卵移植事業）については、一本化に向けて合

併後３年を目処に統合するよう調整する。 

（２）畜産振興対策事業・単独事業（家畜排泄物処理施設整備） 

  畜産振興対策事業・単独事業（家畜排泄物処理施設整備）については、合併後３

年を目処に施設・制度等の統合を図るよう調整する。 

（３）畜産振興対策事業（貸付・基金） 

  畜産振興対策事業（貸付・基金）については、合併後３年を目処に統合するよう

調整する。なお、既貸付中のものは、償還期限までは現行制度に基づき対応する。 

（４）第三セクター 

  第三セクターについては、現行のまま新市に引き継ぐ。 

 

３．耕地関係について 

（１）土地改良事業（制度事業） 

  制度事業については、年度毎の事業実施計画の見直しを行い、新規事業の受益者

負担割合については、合併後１年を目処に統合するよう調整する。 

（２）土地改良事業（単独助成事業） 

  単独助成事業については、小林市の制度に、野尻町のほ場整備事業及び暗渠排水

事業の修正したものを加え、合併後１年を目処に新たな制度等を制定する。 
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（３）土地改良事業（分担金率） 

  分担金率については、小林市の制度等に統一する。 

（４）土地改良事業（団体補助） 

  平成２４年度に西諸土地改良区（仮称）を設立する計画であり、また、現土地改

良区の統合も踏まえ、合併後３年を目処に新たな制度等を制定する。 
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 協議第２１号  

 

 

 

建設関係について 

 

 

 

 合併協定項目第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１４）建設関係」につ

いて、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年 ６月２６日提案 

平成２０年 ６月２６日確認 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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協定項目 第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１４）建設関係」 

 

１．道路・橋梁関係について 

（１）道路維持 

  当面現行どおりとし、合併後３年を目処に新たな制度等を制定する。 
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 協議第２２号  

 

 

 

下水道関係について 

 

 

 

 合併協定項目第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１５）下水道関係」に

ついて、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年 ６月２６日提案 

平成２０年 ６月２６日確認 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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協定項目 第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１５）下水道関係」 

 

１．公共下水道事業について 

（１）下水道使用料 

下水道使用料については、小林市の料金を基本として合併後３年を目処に調整す

る。 

（２）受益者負担金 

  受益者負担金については、野尻町が平成２２年度に事業完了の予定であり、合併

後３年を目処に統合するよう調整する。 

 

２．農業集落排水事業について 

（１）使用料 

使用料については、小林市の制度等を基本とし、合併後３年を目処に統合するよ

う調整する。 

（２）分担金 

  分担金については、小林市の制度等を基本とし、合併後３年を目処に統合するよ

う調整する。 
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 協議第２３号  

 

 

 

水道関係について 

 

 

 

 合併協定項目第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１６）水道関係」につ

いて、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年 ６月２６日提案 

平成２０年 ６月２６日確認 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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協定項目 第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１６）水道関係」 

 

１．上水道事業について 

（１）水道料金の算定方法 

水道料金の算定方法については、当面現行の料金体制を維持し、妥当性・公平性・

安全性を尊重し、合併後３年を目処に新たな制度等を制定する。また、経営状況に

ついて分析を行う。 

（２）水道加入金 

  水道加入金については、一次側においては、全て水道事業者が管理する方向で調

整し、合併後３年を目処に新たな制度等を制定する。 

 

２．簡易水道事業について 

（１）水道料金の算定方法 

水道料金の算定方法については、当面現行の料金体制を維持し、妥当性・公平性・

安全性を尊重し、合併後３年を目処に新たな制度等を制定する。また、経営状況に

ついて分析を行う。 

（２）水道加入金 

  水道加入金については、一次側においては、全て水道事業者が管理する方向で調

整し、合併後３年を目処に新たな制度等を制定する。 
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 協議第２４号  

 

 

 

その他関係（市町の計画、運輸・通信）について 

 

 

 

 合併協定項目第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１９）その他関係（市

町の計画、運輸・通信）」について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年 ６月２６日提案 

平成２０年 ６月２６日確認 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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協定項目 
第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１９）その他関係（市町の

計画、運輸・通信）」 

 

１．市町の計画について 

  総合計画については、小林市の制度等に統一することとし、合併翌年度に、高原

町、野尻町の施策及び新市基本計画を踏まえ、小林市の総合計画を一部見直す。 

 

２．運輸・通信について 

  コミュニティバス等については、運行地域が異なるため、当分の間は現行どおり

とするが、利用料金等については、地域公共交通会議等の意見を踏まえ、合併後３

年を目処に統一する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

 協議第２５号  

 

 

 

都市計画関係について 

 

 

 

合併協定項目第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１３）都市計画関係」

について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年 ６月２６日提案 

平成２０年 ６月２６日確認 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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 協議第２６号  

 

 

 

建設関係（入札・検査）について 

 

 

 

合併協定項目第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「(１４)建設関係（入札・

検査）」について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年 ６月２６日提案 

平成２０年 ６月２６日確認 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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 協議第２７号  

 

 

 

その他関係（市町の概要）について 

 

 

 

合併協定項目第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１９）その他関係（市

町の概要）」について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年 ６月２６日提案 

平成２０年 ６月２６日確認 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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 協議第２８号  

 

 

 

その他関係（地域間交流）について 

 

 

 

合併協定項目第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１９）その他関係（地

域間交流）」について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年 ６月２６日提案 

平成２０年 ６月２６日確認 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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 協議第２９号  

 

 

 

その他関係（会計事務）について 

 

 

 

合併協定項目第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１９）その他関係（会

計事務）」について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年 ６月２６日提案 

平成２０年 ６月２６日確認 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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 確認事項  

 

１．議会議員・農業委員会の委員の定数及び任期等の取扱い小委員会委員先進

地視察研修先の変更について 

日 時：平成２０年７月８日（火）～７月９日（水） 

場 所：福岡県八女地区１市２町２村合併協議会 
              ↓ 

宮崎県延岡市、大分県大分市 
 

２．第３回新市基本計画・地域自治区等設置検討小委員会開催について 

日 時：平成２０年７月８日（火） 午後１時３０分～ 

場 所：小林市役所４階大会議室 

 
３．第３回議会議員・農業委員会の委員の定数及び任期等の取扱い小委員会の

臨時開催について 

日 時：平成２０年７月１４日（月） 午後１時３０分～ 

場 所：小林市役所４階大会議室 

 
４．第４回新市基本計画・地域自治区等設置検討小委員会開催について 

日 時：平成２０年７月２４日（木） 午後１時３０分～ 

場 所：小林市役所４階大会議室 

 
５．第４回議会議員・農業委員会の委員の定数及び任期等の取扱い小委員会開

催について 

日 時：平成２０年７月３１日（木） 午前９時３０分～ 

場 所：小林市須木総合ふるさとセンター１階研修室 

 
６．第５回新市基本計画・地域自治区等設置検討小委員会開催について 

日 時：平成２０年７月３１日（木） 午前９時３０分～ 

場 所：小林市須木総合ふるさとセンター２階会議室 
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７．第４回小林市・高原町・野尻町合併協議会開催について 

日 時：平成２０年７月３１日（木） 午後２時～ 

場 所：小林市須木総合ふるさとセンター大ホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


